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プロ又はアマチュアスポーツへの寄付金の損金算入及び基本

所得額への算入に関する規定

Oct 2022. No. 15 |   KPMG Global Japanese Practice (Taiwan firm)

中央主務機関（教育部体育属）は、プロ又はアマチュアスポーツ及び主要なスポーツイベントの発展を促進するため、2021年

12月22日に運動産業発展条例第26条の2（以下、本条例）を公布しました。営利事業者によるプロ又はアマチュアスポーツへ

の寄付を促進するため、専用口座を通した寄付は以下の優遇を適用することができると規定されています（下表参照）。この

優遇に関連し、2022年10月6日に財政部が台財税字第11104634360号解釈通達を公告し、前述の寄付金における50％追加

控除額について、最低限の税額納付を規定する基本所得額の計算に含めるべきとされました（添付一）。

運動産業発展条例
第26条の2

第二項の説明(一般原則) 第三項の説明(専門案件承認原則)

寄付の対象
中央目的事業主務機関が設置した専用口座への

寄付

中央目的事業主務機関が設置した専用口座を通じ

て、中央主務機関が専門案件として承認した主要

なプロ又はアマチュアスポーツ、及び公告された主

要スポーツイベントの主催者への寄付

所得税控除の優遇

※ 関係者の定義は本

条例の細則第2条を参

照

 NT$1,000万を限度として、当該金額の150％が

当年度の所得額から控除される。

(注意：NT$1,000万を超過した部分については、

本条例第26条、所得税法第36条及びその他寄

付費用の申告に関する法律の規定を適用する

ことはできない。）

 受贈者が関係者である場合は不適用。

 寄付の金額に制限はなく、寄付金の150％が当

年度の所得額から控除される。

 受贈者が関係者である場合も適用される。

施行期間

(2021.12.22公布)

プロスポーツへの寄付：施行日(2021.12.24)から10年

アマチュアスポーツ、及び主要スポーツイベントの主催者への寄付：施行日(2021.12.24)から5年

申告書への記入

(2022年度より記入欄

が追加される)

 実際の寄付金額を寄付金に計上する（100％）。

 教育部は、当年度の12月15日までに寄付者に領収書を発行する。

 寄付金額の50％を、規定のフォーマットで所得控除欄に記入し、寄付金の領収書及び関連書類を添

付する。

 所得税法第24条規定により計算された当年度の所得額がゼロになるまでの金額を控除の限度とす

る。前述の所得税法規定により計算された所得額が既にマイナスの場合は、本細則の追加控除規

定を適用することはできない。

 営利事業者は同一寄付費用について、運動産業発展条例第26条又は第26条の2の規定のいずれ

かを選択して適用することができる。ただし選択後の変更はできない。

基本所得税額の計算
寄付金額の50％（一般税額の控除額と照合可能）を申告書第2ページ5項目の「その他財政部が公告す

る減免対象所得額」に記入する。

http://www.itax.tw/kbfind/kbtax/mof/bt/t01/t01026b.htm
http://www.itax.tw/kbfind/kbtax/mof/bt/t01/t01b/t01b00.htm
http://www.itax.tw/kbfind/kbtax/mof/bt/t01/t01026.htm
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添付一

主旨：営利事業者は、新しく制定された「運動産業発展条例」第26条の2第2項の本文及び第3項の規

定により、プロ又はアマチュアスポーツ、及び主要スポーツイベントの主催者への寄付金額の追加控

除について、営利事業者の基本所得額の計算に加える必要がある。

根拠：所得基本税額条例第7条第1項第10号

公告事項：営利事業者は、運動産業発展条例第26条の2第2項の本文規定に基づくプロ又はアマチュ

アスポーツへの寄付金額の追加控除部分、及び同条第3項の規定に基づく主要なプロ又はアマチュ

アのスポーツ、及び主要スポーツイベントの主催者への寄付金額の追加控除部分について、2021年

12月24日より営利事業者の基本所得額の計算に加える必要がある。

財政部が2022年10月6日付で公告した台財税字第11104634360号通達
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